
【改正後全文】さぬきこどもの国管理要綱 

（趣旨） 

第 1条 さぬきこどもの国条例及び同規則並びに香川県使用料手数料条例に定めることのほか、 

さぬきこどもの国の管理運営については、この要綱によるものとする。 

（こども劇場等の使用料の減免） 

第 2条 知事は、次の各号に該当するものがこども劇場又は研修室を使用する場合において、あ 

らかじめさぬきこどもの国使用料減免申請書（別記様式）を知事に提出したものに限り、こど 

も劇場又は研修室使用料（附属設備及び器具の使用料並びに冷暖房使用料を除く。）の額の、そ 

れぞれ半額を限度に使用料の額を減免することができる。 

一 児童及び児童の団体 

二 児童の団体の指導者及びその団体 

三 使用の目的が児童の健全育成に関するもので第一号及び第二号に掲げるもの以外のもの 

（スペースシアター観覧料等の免除） 

第 3条 次の各号に該当する者については、スペースシアター観覧料及び自転車使用料を免除す 

る。 

一 身体障害者福祉法（昭和 24 年法律第 283 号）第 15条第 4項の規定により交付を受けた身 

体障害者手帳に身体上の障害がある者として記載されているもの 

二 「療育手帳制度について（昭和 48年厚生省発児第 156 号厚生事務次官通知）」により定め 

られた療育手帳制度要綱に規定する療育手帳に本人として記載されているもの 

三 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和 25 年法律第 123 号）第 45条第 2項の規 

定により交付を受けた精神障害者保健福祉手帳に精神障害の状態にある者として記載されて 

いるもの 

四 児童福祉法（昭和 22年法律第 164 号）第 19条の３第７項の規定により交付を受けた医療 

 受給者証に本人として記載されているもの 

五 児童福祉法第 19 条の 22第４項に規定する小児慢性特定疾病要支援者証明事業によって登録 

者証の交付を受けているもの 

六 難病の患者に対する医療等に関する法律（平成 26年法律第 50 号）第７条第４項の規定により 

交付を受けた医療受給者証に本人として記載されているもの 

七 難病の患者に対する医療等に関する法律第 28条第２項に規定する指定難病要支援者証明事業 

によって登録者証の交付を受けているもの 

八 難病（知事が指定するものに限る。）の患者に対する当該難病に係る医療受給者証の交付を 

受けているもの 

九 前八号に掲げる者の介護者 

 

２ 第 1 項第一号から第八号までに掲げる者は、スペースシアター入室又は自転車使用の際、身体 

障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、医療受給者証又は登録者証を提示しなければな 

らない。 

 

 



（行為の禁止等） 

第 4条 さぬきこどもの国規則第 10 条第 1項第三号で別に定めるものとは、次に掲げるものをい 

う。 

 一  立入禁止区域に立ち入ること。 

 二  指定された場所以外の場所に車両を乗り入れること。 

 三  指定された場所以外で飲食すること。 

 四  野営若しくはたき火又は炊さんをすること。 

 五  建物内に犬（身体障害者補助犬を除く。）、猫その他のペットを持ち込むこと。 

 六  爆発性物質、凶器等の危険物を持ち込むこと。 

 七  示威行為又はけん騒にわたる行為をすること。 

 八  旗、のぼり、プラカード等を持ち込むこと。 

 九  文書、図画等を配布し、又は掲示すること。 

 十  香川県が実施する広告事業において広告取扱業者に決定された者が広告を掲出すること。 

 十一 その他さぬきこどもの国の管理上、制限する必要があると認める行為をすること。 

（指定管理者による管理の基準等） 

第 5条 こどもの国の管理を指定管理者に行わせることとした場合における第 2条及び第 3条に 

規定する事項については、これらの規定にかかわらず、指定管理者があらかじめ知事の承認を 

受けて定めるところによることとする。 

附 則 

 この要綱は、平成 7年 4月 29 日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成 8年 4月 1日から施行する。 

   附 則 

１ この要綱は、平成 11年 4月 1 日から施行する。 

２ 改正前の要綱に定める様式による用紙は、当分の間、使用することができる。 

   附 則 

 この要綱は、平成 17年 7月 29 日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成 19年 3月 20 日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和 6年 8月７日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和 7年 4月 1日から施行する。 

 

  



別記様式（第 2条関係） 

 

 

こども劇場・研修室使用料減免申請書 

 

年  月  日   

  

香川県知事     殿 

申請者 住  所            

氏  名             印 

（団体にあっては、名称及び代表者の氏名）          

電話番号（  ）  －   

 

  

 こども劇場
研 修 室  使用料の減免を受けたいので、次のとおり申請します。 

 

使用の目的 

名 称 
 
 
 

 

内 容   

使 用 日 年  月  日（ ） 使用予定人員  

施 設 利 用 時 間 ※ 
通 常 使 用 料 

※ 
減 免 後 の 使 用 料 

こども劇場 時から 時まで   

研 修 室 時から 時まで   

研 修 室 １ 時から 時まで   

研 修 室 ２ 時から 時まで   

合計   

注１ ※の欄は、記入しないで下さい、 

  ２ 氏名の記載を自署で行う場合は、押印を省略することがきます。 


